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県内ダム集水域 

 

 

  

ⅠⅠ  どどののよよううなな事事業業かか                                                                            

  

 

 １ ねらい  

富栄養化の状態にあるダム湖への生活排水の

流入を抑制するため、県内ダム集水域の公共下

水道整備を促進し、ダム湖水質の改善を目指す。 

 

 ２ 目 標  

県内ダム集水域の下水道計画区域における下

水道普及率を「施策大綱」の計画期間である平

成38年度までに100％とすることを目標とする。 

 

 ３ 事業内容  

県内ダム集水域の下水道計画区域において、

公共下水道の整備の取組を強化する。このため、

県は、この取組を行う市町村への支援を行う。 

 

〔支援の内容〕 

公共下水道の整備を促進するために追加的に必要となる経費のうち、国庫補助金を除く公費負担相当

額を支援する。 

 第２期５年間 20年間(H19～H38） 

下水道普及率 86 ％ 100 ％ 

※ 下水道普及率は、下水道計画区域人口に対する処理区域人口の割合であり、通常使用される下水道

普及率（行政人口に対する処理区域人口の割合）とは異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８８  県県内内ダダムム集集水水域域ににおおけけるる公公共共下下水水道道のの整整備備促促進進  

【事業の概要】 

ダム湖水質の改善をめざして、県内ダム集水域の市町村が実施する公共下水道の整備を支援。 
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事業の概要 

対  象 県内ダム集水域の公共下水道 

内  容 
県内ダム集水域の下水道計画区域において、公共下水道の整備を促進するために追加的に必要となる経

費のうち、国庫補助金及び地方交付税措置額を除く公費負担相当額を支援する。 

対象経費 下水道基本計画等の策定に要する経費、公共下水道の整備に要する経費 

交付金額 

交付対象経費に係る国庫支出金、起債額及びその他の特定財源並びに既存事業費相当額を除く額を交付

金額とする。 
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 ４ 事業費  

第２期計画の５年間計  47億9,600万円（単年度平均額 ９億5,900万円） 

うち新規必要額     13億7,100万円（単年度平均額 ２億7,400万円） 

※ 新規必要額は国庫補助金等の特定財源を除く額 
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ⅡⅡ  平平成成 2244年年度度のの実実績績ははどどううだだっったたののかか                                                      
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相模原市緑区長竹 

  
道路に埋設された公共下水道へ汚水を流すために敷地

内に汚水枡を設置する。 

 

【５か年計画合計額 137,100万円】 

◇平成24年度は、３億2,350万円を執行した。（進捗率23.6%） 
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【事業実施箇所図】（平成19～24年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 ５ 事業実施状況  （実施主体：市町村） 

区 分 
５か年計

画の目標 

(参考) 

15年度 

(参考) 

18年度 

24年度 

実績 

25年度 

計画 
   

第１期 

実績 

下水道 

普及率 
86％ 37％ 40.1％ 55.1％ 67％  53.4％ 

整備面積 208.7ha － － 30.0ha 46.1ha   144.8ha 

進捗率
(※) 

－ － － 5.2％ －  70.4％ 

※ 進捗率の考え方 

５か年の目標である下水道普及率86％(平成28年度)を達成するためには、５年間で下水道普及率を32.6ポイ

ント上昇させる必要がある（H28：86％－H23：53.4％＝32.6ポイント）。 

そこで、平成24年度までの下水道普及率の1.7ポイント上昇（H24：55.1％－H23：53.4％）を５か年の目標で

ある32.6ポイント上昇で除した割合を進捗率として考える。 

 

※ 事業進捗状況、予算執行状況について 

道路境界未確定箇所が多数判明したため、事業進捗の遅れが見られ、進捗率は5.2％にとどまることとな

ったが、今後の施行予定箇所に係る道路境界未確定箇所を把握するため、実施設計を前倒しで行ったこと

から、予算執行率については順調に推移した。 

 

 

 

 

◇ 相模湖、津久井湖の周辺を中心に、相模原市の下水道計画地域において公共下水道の整

備工事が進められた。 
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 ６ ５か年計画進捗状況  

  ５ 事業実施状況のとおり 

 

 ７ 予算執行状況（単位：万円）  

５か年計画 

合計額 

24年度執行額 

（進捗率） 
25年度予算額  

第１期実績 

(進捗率) 

137,100 
32,350 

(23.6%) 
43,610  

199,830 

（46.8％） 

  

  

ⅢⅢ  事事業業のの成成果果ははああっったたののかか                                                                    

 総 括  

第２期５か年計画の５年間の目標事業量に対し、初年度となる平成24年度は、5.2%の進捗率となってお

り、計画量の５分の１を下回る実績であり、今後、整備促進上の課題に関して、県と相模原市が連携して

取り組み、整備促進が必要である。また、整備促進のための地域での普及啓発も重要であり、例えば市民

事業や県民フォーラムとの連携など、効果的な啓発支援方法の検討も必要である。 

 

○県民会議委員の個別意見 

・ アオコ対策として行っている事業であり、窒素、リン濃度の軽減による効果や特にアオコ発生頻度での効果等

の計測結果について、結果が必ずしも直ちに効果として現れるものではない旨の説明も含め、示していただきた

い。 

・ 少子高齢化に伴う税収減などの今後の整備環境を見据え、整備を加速して、県の助成制度がある平成38年度

までに整備出来るよう計画を検討する必要がある。 

・ 整備促進により生活排水由来の汚濁負荷を軽減出来る面は有益性があるが、設備の維持管理コストの増加につ

いても考慮し、コスト軽減のための受託企業選択、代替方法等を検討する必要がある。人口減少や超高齢化社会

の影響による社会保障費増大など、今後の社会状況も踏まえた包括的な事業計画が必要であり、市町村の財政負

担が増加することで県や住民への費用負担を求めることがない計画的な整備促進が求められる。 

 

 １ 点検・評価の仕組み  

水源環境保全・再生施策の各事業の実施状況について検証するため、点検・評価の仕組みに基づき、①

事業進捗状況、②モニタリング調査結果、③事業モニター意見、④県民フォーラム意見の４つの視点から

評価するとともに、総括コメントを作成して点検を行った。 

 

 ２ 事業進捗状況から見た評価  

県内ダム集水域における公共下水道の整備の平成 24 年度実績の進捗率は、5.2％であった。５年間の数

値目標を設定している事業であるため、次の基準により、達成状況はＤランクと評価される。 

 

＜５年間（平成24～28年度）の数値目標を設定している事業＞ 

平成24年度の実績 ランク 

目標の20％以上 Ａ 

目標の16％以上20％未満 Ｂ 

目標の12％以上16％未満 Ｃ 

目標の12％未満 Ｄ 
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 ３ 事業モニタリング調査結果  

 (1) モニタリング実施状況 

 

 

 

この事業は、富栄養化の状態にあるダム湖への生活排水の流入を抑制するためのものであり、量的には

下水道整備量、下水道普及率を指標とする。モニタリング調査は実施しないが、計算による負荷軽減量（理

論値）を把握する。 

なお、長期的な施策効果の把握については、「11 水環境モニタリング調査の実施」における「②河川の

モニタリング調査」により行い、既存の公共用水域の水質調査（ダム湖における BOD・COD・全窒素・全リ

ン等）、アオコの発生状況等も参考とする。 

 

負荷軽減量（理論値） 

区 分 平成24年度 

下水道整備面積 30.0ha 

新たに下水道に接続することとなった人数 592人 

下水道接続以前の排水処理方法(推計)  

・汲み取り  99人 

・単独処理浄化槽 360人 

・合併処理浄化槽 133人 

事業実施による年間汚濁負荷軽減量(理論値)  

・ＢＯＤ 7.8t 

・窒素 1.5t 

・リン 0.2t 

※１人が排出する年間汚濁負荷量：ＢＯＤ 21.17kg、窒素 4.015kg、リン 0.4745kg 

（流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 平成20年版による） 

 

(2) モニタリング調査結果(計算による負荷軽減量の結果) 

 

 

 

 

この事業はモニタリング調査を実施しておらず、評価の対象としないが、津久井湖・相模湖においては、

全窒素、全リンの濃度がほとんど変化していない中で、夏期を中心にアオコが発生する傾向があることか

ら、注意が必要となっている。 

 

 ４ 県民会議 事業モニター結果  

  平成24年度は事業モニターを実施していない。 

 

 ５ 県民フォーラムにおける県民意見  

（「県民フォーラム意見報告書」等（Ｐ13-1～）に記載。） 

＜実施概要＞ 

◇ モニタリング調査に代えて、計算による負荷軽減量（理論値）を把握。 

＜調査結果の概要＞ 

◇ 平成24年度に新たに下水道に接続することとなった人数は600人近くとなった。 

この事業により、ＢＯＤ7.8t、窒素1.5t、リン0.2tを軽減できていると推測される。 


